
� � (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�
�
�

�
	
�
�



�
�



�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

目

次

規

則

○
青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

財
務
指
導
課)

…

�

告

示

○
公
印
の
調
製
及
び
廃
止

(

総
務
学
事
課)

…

�

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生

(

畜

産

課)

…

�

○
漁
業
の
許
可
等
の
申
請
期
間

(

水
産
振
興
課)

…

�

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

(
人

事

課)

…

�

公
安
委
員
会

○
警
備
員
等
の
検
定
の
実
施

(

生
活
安
全

企

画

課)
…

�

規

則

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
三
号

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

百
五
十
条
の
二
の
見
出
し
中｢

審
査｣

を｢

審
査
等｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
結
果
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

が
な
い
と
認
め
た
者
か
ら
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
資
格
が
な
い
と
認
め
た
理
由
を
当
該
請

求
を
行
つ
た
者
に
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
五
十
条
の
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

政
令
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
資
格
に
関
す
る
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の
手

段
第
百
五
十
条
の
四
中｢

第
二
条
第
六
号｣

を｢

第
二
条
第
五
号｣

に
改
め
、｢

一
連
の
調
達
契
約｣

の
下
に

｢
(

最
初
の
契
約
に
係
る
公
告
に
お
い
て
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
公
告
を
少
な
く

と
も
二
十
四
日
前
に
行
う
旨
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
に
限
る
。)

｣

を
加
え
る
。

第
百
五
十
条
の
五
第
一
項
中

｢

第
七
号｣

を

｢

同
条
第
七
号｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

第
二

条
第
六
号｣

を

｢

第
二
条
第
五
号｣

に
、

｢

第
二
条
第
五
号｣

を

｢

第
二
条
第
四
号｣

に
改
め
、
同

項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
申
請
す
る
時
期
及

び
場
所

第
百
五
十
条
の
八
第
一
号
中

｢

同
条
第
一
項
第
二
号｣

を

｢

同
条
第
一
項
第
三
号｣

に
改
め
、
同

条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
契
約
の
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
電
子
入
札
シ
ス

テ
ム
の
使
用
に
関
す
る
事
項

第
百
五
十
条
の
十
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

第
百
三
十
条
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項

二

一
連
の
調
達
契
約
に
あ
つ
て
は
、
第
百
五
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

三

契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語

第
百
五
十
条
の
十
三
第
三
項
中

｢

第
百
三
十
条
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で｣

を

｢

前

条
第
四
項
各
号｣

に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
の
十
四
中

｢
第
百
五
十
条
の
二
及
び
第
百
五
十
条
の
三
第
二
号｣

を

｢

第
百
五
十
条
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の
二
第
一
項
並
び
に
第
百
五
十
条
の
三
第
二
号
及
び
第
三
号｣

に
、

｢

第
百
五
十
条
の
二
中｣

を

｢
第
百
五
十
条
の
二
第
一
項
中｣

に
、

｢

同
条
第
一
項
第
二
号｣

を

｢

同
条
第
一
項
第
三
号｣

に
、

｢
第
百
五
十
条
の
五
第
一
項
第
二
号｣

を

｢

第
百
五
十
条
の
五
第
一
項
第
三
号｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
財
務
規
則
第
百
五
十
条
の
四
、
第
百
五
十
条
の
五
第
一
項
、
第
百
五
十
条
の

八
、
第
百
五
十
条
の
十
二
第
四
項
及
び
第
百
五
十
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施

行
の
日
以
後
に
青
森
県
財
務
規
則
第
百
五
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
規
則
第

百
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
公
告

(

以
下

｢

公
告｣

と
い
う
。)

を
行
う
一
般
競
争
入
札
及
び
同

規
則
第
百
五
十
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

(

以
下

｢

公
示｣

と
い
う
。)

を
行
う
指

名
競
争
入
札
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
公
告
を
行
っ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
公
示
を
行
っ
た

指
名
競
争
入
札
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
十
八
号

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
印
を
廃
止
し
、
同
年
四
月
一
日
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
公
印
を
調
製
し
た
の
で
、
青
森
県
文
書
取
扱
規
程

(

平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県

訓
令
甲
第
十
七
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
八
条
第
二
項

(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
小
型
機
船

底
び
き
網
漁
業
に
つ
き
、
そ
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
た

の
で
、
同
規
則
第
八
条
第
三
項(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

備
考一

漁
業
種
類

手
繰
第
二
種
漁
業
の
う
ち
、
い
さ
ざ
ひ
き
網
漁
業

二

操
業
区
域

東
共
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
の
各
共
同
漁
業
権
漁
場
の
区

域
の
う
ち
漁
業
権
者
の
同
意
の
あ
っ
た
共
同
漁
業
権
漁
場
の
区
域
及
び
そ
の
沖
合
海
域

三

操
業
期
間

平
成
二
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

四

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
船
舶
の
隻
数
の
最
高
限
度

八
十
四
隻
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公
印
の
名
称
及
び
印
影

公
印
の
名
称
及
び
印
影

十
和
田
食
肉
衛
生
検
査

所
長
印

(

三
戸
支
所
専

用)

十
和
田
食
肉
衛
生
検
査

所
長
印

(

三
沢
支
所
専

用)

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

上
北
郡
七
戸
町

平
成

��･

�･

��

� �
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公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

人
事
給
与
ト
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
業
務
委
託
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
人
事
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
七
の
一

六

契
約
金
額

五
千
四
百
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
号

警
備
業
法

(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号)

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
を

次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
二
十
号
。
以
下

｢

検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

今

井

高

志

一

検
定
の
実
施
日
時
及
び
場
所

１

実
施
日
時

平
成
二
十
六
年
七
月
十
九
日

(

土)

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

２

場
所

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
九
八
の
四

青
森
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

二

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

検
定
規
則
第
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
交
通
誘
導
警
備
業
務

二
級

三

検
定
の
定
員

三
十
人

(

予
定)

四

受
検
資
格

１

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者

２

青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
青
森
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
で
あ

る
も
の

五

検
定
の
方
法
及
び
内
容

１

方
法

検
定
は
、
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
と
し
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、

実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。

２

内
容

�

学
科
試
験

�

警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
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法
令
に
関
す
る
こ
と
。

�

車
両
等
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

�

工
事
現
場
そ
の
他
人
又
は
車
両
の
通
行
に
危
険
の
あ
る
場
所
に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故

が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

�

実
技
試
験

�

車
両
等
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

�

工
事
現
場
そ
の
他
人
又
は
車
両
の
通
行
に
危
険
の
あ
る
場
所
に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故

が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

六

検
定
申
請
の
手
続

１

検
定
申
請
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

�

受
付
期
間

平
成
二
十
六
年
六
月
二
日

(

月)
か
ら
同
月
二
十
日

(

金)

ま
で
の
間

(

土
曜
日
及
び
日

曜
日
を
除
く
。)

�

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

�

受
付
の
締
切
り

検
定
申
請
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
検
定
申
請
者
の
人
員
が
予
定
定
員
に
達
し
次
第
、
受

付
を
締
め
切
る
。

２

検
定
申
請
の
受
付
場
所

次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
申
請
す
る
こ
と
。

�

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

(
警
察
署
分
庁
舎
を

含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

�

青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
青
森
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
で

あ
る
も
の
は
、
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
請
方
法

六
の
２
の
受
付
場
所
に
検
定
申
請
の
書
類
及
び
検
定
手
数
料
を
持
参
し
て
申
請
を
行
う
も
の

と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

検
定
申
請
の
書
類

検
定
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
検
定
申
請
書
一
通
に
、
検
定
申
請
者
が
四
の
１
に
該
当
す
る

場
合
に
は
次
に
掲
げ
る
�
及
び
�
の
書
面
等
を
、
四
の
２
に
該
当
す
る
場
合
に
は
次
に
掲
げ
る

�
及
び
�
の
書
面
等
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
こ
と
。

�

住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

(

住
民
票
の
写
し
、
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し
等)

一
通

�

営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

一
通

�

写
真

(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に

氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の)

二
葉

５

受
検
手
数
料

一
万
四
千
円
分
の
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
検
定
申
請
書
提
出
時
に
納
入
す
る
こ
と
。

七

検
定
受
付
時
間

当
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
の
間

八

そ
の
他

１

検
定
申
請
者
に
は
、
検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
受
検
票
を
交
付
す
る
。

２

合
格
者
に
対
し
て
は
、
成
績
証
明
書
を
交
付
す
る
。

３

受
検
に
際
し
て
は
、
受
検
票
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

検
定
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

２

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課
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